
○東京の南約１,０００ｋｍに位置
○父島列島をはじめとする約３０の島
○我が国の排他的経済水域の約３割

小笠原諸島の地理的特性・沿革・概要

○西暦1593年 小笠原貞頼により発見されたと伝えられる
○明治9年 国際的に日本領土と認められる（一部欧米人の帰化）
○昭和19年 太平洋戦争の戦局の悪化により、島民が本土に強制疎開
○昭和21年 米国の軍政下に置かれる
○昭和43年 日本に返還され、東京都の行政管理下に編入（本格的に帰島開始）
○昭和44年 小笠原諸島復興特別措置法公布（以後、５年ごとに期限を延長）
○昭和54年 第１回小笠原村長・村議会議員選挙実施（村政の確立）
○平成23年 世界自然遺産登録

沿 革

○人 口 ：２，３９７人（H23.4.1。戦前ピーク：７，７１１人（S19））
○行政組織 ：小笠原村役場、東京都小笠原支庁、小笠原総合事務所（国）、

小笠原自然保護官事務所（国） 他

○交通手段 ：約６日に１便（片道約25時間半）の船便（航空路無し）
○社会増減率（平成21年度）

転入数／総人 （離島 ）

概 況
約1,000ｋｍ

地 理

・転入数／総人口：１２．５％（離島４．２％）
・転出数／総人口：１２．６％（離島５．１％）

○国立公園面積割合：７９．９％（離島１９．７％）
○中高生の島内就職率（H22）：０．０％

＜気候＞
○亜熱帯に位置。気温の年間変化と日較差が小。
○湿度が高い海洋性気候。台風の発生・常襲地帯。
＜自然＞

○固有の動植物が多数存在
（島の誕生以来、一度も他の陸地と地続きとならず独自進化）

○外来種の脅威により、貴重な生態系が崩壊の危機
（グリーンアノール、シロアリ、アフリカマイマイ、ノネコ等）
○エコツーリズムの推進
（南島、母島石門における適正な利用のルール策定）
○病害虫により農作物に被害
（アフリカマイマイ、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ等）

自 然
〈農業〉農家戸数 57戸（平成23年1月1日現在）

生産高 110百万円（平成21年）
〈漁業〉漁組組合員数 81人（父島48人：平成22年12月末現在）

（母島33人：平成22年3月末現在）
漁獲高 578百万円（平成21年・養殖分含む）

〈観光〉乗船客 年間23,449人（平成22年、おがさわら丸乗船客数）

産 業

ホエールウォッチング 南島

我が国最東端
我が国最南端

亜熱帯性の海洋性気候、台風常襲地帯

おがさわら丸
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昭和４４年１２月８日法律第７９号
改正：平成２１年３月３１日法律第８号
（平成２５年度まで特別措置法を延長）

（法第３条）

（法第４条）

小笠原諸島振興開発事業のしくみ

小笠原諸島振興開発特別措置法

小笠原諸島振興開発基本方針

小笠原諸島振興開発計画（平成21年度～25年度）

平成２１年６月１６日告示

平成２１年１２月２２日公告［東京都］

法第２０条 (予算の見積り等の事務)
振興開発計画に基づく事業の予算に関する見積り及び執行に関する

国の事務は、国土交通省において掌理する。〔一括計上、直接執行〕

法第６条
(政令で定める事業)

・産業基盤施設等整備
(港湾、漁港)

・生活基盤施設等整備
(道路、簡易水道、教育施設) 

法第７条 (国土交通大臣が当該事業の主務大臣と協議して指定する事業)
・産業基盤施設等整備
(農業試験地、水産センター、自然公園 等)

・生活基盤施設等整備
(住宅、地域し尿処理施設、砂防、地すべり 等)

・小笠原諸島振興開発費補助金 (病害虫等防除対策、診療所運営、各種調査) 等

※全額行政部費

（補助金の率の定め）

（特別の助成）

小笠原諸島振興開発事業費補助金交付要綱
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平成２４年度　小笠原諸島振興開発関係予算（国費ベース）

（単位：百万円）

うち「復旧・
復興枠」

小笠原諸島振興開発事業費補助  １,５４２  ６８０  １,２４０  １２４％  １,２５３  １,２７６

 １２７  ０  １３９  ９１％  １４６  １２５

計  １,６６９  ６８０  １,３７９  １２１％  １,３９８  １,４０２

経　　　費　　　区　　　分
平成２４年度
当初予算額

平成２３年度
当初予算額 対前年度比

小笠原諸島振興開発費補助金等

平成２２年度
当初予算額

平成２１年度
当初予算額

【ポイント】
・小笠原諸島振興開発予算の全体額は、復旧・復興枠【680百万円】も活用し、対前年比1.21倍。

・父島の現浄水場は、東南海・南海地震時の浸水区域になっており、老朽化も進んでいるため、
移転が必要となっているが、復旧・復興枠を活用し、浄水場の移転に要する経費について必要額を
計上。
　  【村事業：294百万円】

・東日本大震災で最大1.8mの津波を観測した小笠原二見漁港について、防波堤の改良等について、

小笠原諸島振興開発予算（非公共事業）

【参考】

離島ガソリン流通コスト支援事業（資源エネルギー庁）　平成２４年度予算　３１億円（全国）

※離島のSSが島民にガソリンを販売する際に、実質的なガソリン小売価格が下がるようにする支援
措置
　
○小笠原の補助金額の単価　３０円／リットル
　　　　　　　　　　   （一般離島の補助金の単価はガソリンの輸送形態別に、７円、１０円、１５円）
○平成２３年５月１日制度開始時の小笠原のガソリン価格(小笠原総合事務所調べ)
　　　・父島（２１３円（前月比▲３１円））
　　　・母島（２３９円（前月比▲３１円））

震 港 良
復旧・復興枠で計上。
　  【都事業：386百万円】

・昨年６月の世界自然遺産登録を踏まえ、
　・外来種対策を含む植生回復、希少動植物のモニタリング等の自然公園関係予算を
　　対前年比約1.5倍。
　　【都事業：265百万円：対前年1.45】
　・観光客の増加を小笠原の振興に結びつけるため、土産物の試作開発など観光関係の調査経費を
    対前年比２倍。
　　【都事業：10百万円：対前年2.00】
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我が国の排他的経済水域等の概念図

海洋基本法等について

海洋基本法（平成１９年７月施行）

１．目的
海洋基本計画の策定その他海洋に関する施

策の基本となる事項を定めるとともに、総合海洋
政策本部を設置することにより、海洋に関する施
策を総合的かつ計画的に推進

３． 海洋基本計画
海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、海洋基本計画を定めなければな
らない。

海洋基本計画（平成２０年３月閣議決定）

３．政府が総合的かつ計画的に講ずべき
１２の施策
⑩離島の保全等
（１）離島の保全・管理

保全・管理に関する方針の策定
（２）離島の振興

海洋管理のための離島の保全・管理のあり方
に関する基本方針（平成２１年１２月本部決定）

３．離島の保全・管理に関する施策のあり方
①海洋に関する我が国の管轄権の根拠となる離島の
安定的な保全・管理
・低潮線を変更させるような行為の規制等の推進 等

②海洋における様々な活動を支援し促進する拠点
となる離島の保全・管理
・遠隔に位置する離島における活動拠点の整備 等

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用
の促進のための低潮線の保全及び拠点施設
の整備等に関する法律（平成２２年６月施行）

１．低潮線の保全及び拠点施設の整備
等に 関する施策の推進のための基
本計画の策定

２．低潮線保全区域の指定、行為規制

３．特定離島の指定、拠点施設の整備

※ 我が国の排他的経済水域等の面積（４４７万ｋ㎡）は、国土面積（約３８万ｋ㎡）の約１２倍に相当す
る。また、離島（沖縄、奄美、小笠原を含む）の存在により、我が国の排他的経済水域等の面積は本
土のみに比べ約２倍となっている。

※ 小笠原関係の島々で、我が国の排他的経済水域の約３割を占める。

礼文島

佐渡島

隠岐島

対馬島

奄美大島

五島列島

南鳥島

沖ノ鳥島

八丈島

与那国島

小笠原

各国の排他的経済水域等面積

国　　名 面　　積
アメリカ 762万k㎡
オーストラリア 701万k㎡
インドネシア 541万k㎡
ニュージーランド 483万k㎡
カナダ 470万k㎡
日本 447万k㎡
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23 39

CraftMAP(http://www.craftmap.boxi.net/)
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これまでの小笠原諸島振興開発審議会の開催状況 

 

第 77 回小笠原諸島振興開発審議会（平成１９年３月２８日） 

・H19 小笠原諸島振興開発事業関係予算概要について 

・小笠原諸島振興開発計画の概要について 

・「小笠原地域におけるブロードバンド化促進に関する検討会」報告書の概要 

 

 

第 78 回小笠原諸島振興開発審議会（平成２０年１月２９日） 

・小笠原に関する最近の動向 

・小笠原諸島振興開発計画の成果と課題 

 

 

第 79 回小笠原諸島振興開発審議会（平成２０年６月２日） 

・小笠原諸島振興開発の方向について 

・小笠原諸島振興開発に対する国の支援のあり方について 

 

 

第 80 回小笠原諸島振興開発審議会（平成２０年７月１４日） 

・意見具申（案）について 

 

 

法改正・延長（平成２１年３月３１日） 

 

 

第 81 回小笠原諸島振興開発審議会（平成２１年５月１８日） 

・小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正について 

・小笠原諸島振興基本方針（案）について 
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